
※新型コロナウイルス感染症による災害を除く

（令和７年８月８日現在速報値） 

 

 

 

 

 令和７年１月～７月労働災害発生状況 

 
大河原労働基準監督署管内 宮城労働局管内 

R6 R7 前年比 R6 R7 前年比 

製造業 計 21 30  9 208 213   5  

食 料 品 製 造 業 7 12 5 87 99 12 

機械金属製造業 9 9 0 67 54 -13 

建設業 計 12 17 5 146 141（2） -5(2) 

土 木 工 事 業 7 5   -2 42 36（1） -6(1) 

建 築 工 事 業 3 6 3 73 63（1） -10(1) 

その他の建設業 2 6 4 31 42 11 

運輸交通業 計 16 3 -13 191（1） 195 4(-1) 

道路貨物運送業 14 3 -11 167 172  5 

商 業 11 16 5 208 225 17 

社会福祉施設 4 4  0 111   131 20 

全 産 業  86  105  19 
 

1191(7) 
 

  1268(5) 77(-2) 

 

 

大河原労働基準監督署管内においては、依然として休業４日以上の労働災害が多発しています（前年同

時期 22.1％増）が、道路貨物運送業は、激減しております。業種によってバラつきがあると言えます。 

令和７年８月 25日発行 

労基署便り 
大河原労働基準監督署 

令和７年度 No５ 

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。 

※２ 機械金属製造業は、鉄鋼業・非鉄金属製造業、金属製品、一般機械器具、電気機械器具、輸送用機械等製造業の合計。 

 全国労働衛生週間は、昭和 25 年の第１回実施以来、今年で 76 回目を

迎えます。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を

高揚させ、事業場における自主的な労働衛生管理活動を通じた労働者の健

康確保に大きな役割を果たしてきました。労働者の健康をめぐる状況につ

きましては、高齢化の進行等により、一般健康診断の有所見率が上昇を続

けているほか、何らかの疾病を抱えながら働いている労働者が増加してお

り、また、熱中症や腰痛など、気候変動、高齢化等の要因による業務上疾

病の発生が増加する傾向にあります。こうした労働環境を取り巻く変化に

対応し、あらゆる労働者が健康に働き続けるために、職場における健康管

理水準の向上がますます求められるところです。 

今年のスローガンは、 

「ワーク・ライフ・バランスに 意識を向けて ス

トレスチェックで健康職場」です。今後、労働者 50 人未満の事
業場にもストレスチェックの実施が義務付けられますので、実施に向けた

十分な準備をお願いします。 



 
 

 

 

 

 今年も「せんなん健康チャレンジウィーク」が開催されます。 

 宮城県民は、全国と比べ、脳血管疾患による死亡者数やメタボ該当者・予備軍が多い

ほか、喫煙習慣者の割合が高い、１日の歩数が少ない、食塩摂取量が多い、という生活

習慣上の課題が明らかとなっており、健康診断有所見率も高くなっています。この傾向

は、仙南地域においても同様です。 

 労働者の健康が良い状態で推移することにより、経営基盤が安定することが期待され

ますので、是非とも「せんなん健康チャレンジウィーク」に参加していただきたく思い

ます。 

 参加申し込みは、こちらからお願いします。 


